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「dポイントで投資」に係る利用規定・新旧対照表 

（下線が改定部分） 

旧 新 

第１条～第２条 略 

 

第３条（dポイントの利用） 

1. お客様は、当社ウェブサイトにおいて当社が定め

る投資信託の買付注文（金額指定の場合に限りま

す。以下同じ。）をする時に dポイントを利用する

ことができます。他の金融商品、他の注文方法では

dポイントを利用することはできません。 

 

 

 

第４条～第６条 略 

 

 

（2024年 9月 24日） 

第１条～第２条 略 

 

第３条（dポイントの利用） 

1. お客様は、当社ウェブサイトにおいて当社が定め

る投資信託の買付注文（金額指定による買付また

は投資信託積立取引取扱規定に基づく積立の場合

に限ります。以下同じ。）をする時に dポイントを

利用することができます。他の金融商品、他の注

文方法では d ポイントを利用することはできませ

ん。 

 

第４条～第６条 略 

 

 

（2026年 3月 26日） 

 


